
 

 

 

  

 

 

 
 
 

吐水口空間を有する給水器具の垂直距離の測定位置 
 
 

“「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」及び「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」の一部改正

等について”の通達が平成２４年９月６日に告示されました。 

（裏面に通達書の１頁を記載しました） 

ここでは、給水装置の耐圧試験と逆流防止（吐水口空間）に関する概要をお知らせします。 

 

１．耐圧に関する基準 

給水装置は1.75メガパスカルの静水圧を加える耐圧性能試験を行うこととされている。その例外とし

て、改正前の基準省令においては、貯湯湯沸器及び貯湯湯沸器の下流側に設置されている給水用

具は、その使用圧力を維持するための減圧弁を外した状態で、0.3 メガパスカルの静水圧を加える

耐圧性能試験を行うことと規定していた。しかし、基準省令制定以降に開発されたヒートポンプ等を

利用した給湯器等の製品は、貯湯湯沸器に該当するかどうかが明確でないものもあり、また、使用

圧力が 0.3 メガパスカルを超える製品もあることから、耐圧性能試験の方法を見直すとともに貯湯湯

沸器等の文言を削除し、表現を修正した。 

 

２．逆流防止に関する基準 

(1)負圧破壊装置を内蔵した給水用具における試験方法において、従来は負圧破壊性能試験による

基準に適合しても逆流が生じる構造の製品があり得たため、より適切な試験方法に改正した。 

(2)吐水口空間を有する給水装置については、越流面から吐水口の中心までの垂直距離が基準を確

保していることを条件としていたが、吐水口が越流面と平行でない場合に安全性に欠ける可能性が

あったため、見直しをした。 

すなわち、吐水口を有する給水装置の基準を、「越流面から吐水口の中心までの垂直距離」から

「越流面から吐水口の最下端までの垂直距離」に変更した。このため、これまで吐水口の切り込み

部分の上端を吐水口の位置としていた給水用具にあっても吐水口の最下端が基準の位置となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.011 □ 機器 ■ 給水 □ 給湯 □ 排水 

□ 器具 □ 消火 □ ガス □ 他 



 

 

以下 省略 

 

 

 

 

 

 

 

    

 衛生設備ニュース ●編 集 

●発行所 

技術委員会衛生部会 

(一社)大阪空気調和衛生工業協会 大阪市中央区安土町 1 丁目 6-14 

TEL．06-6271-0175 FAX．06-6271-0177 URL．http://daikuei.com/ 

osakakueikyo@tenor.ocn.ne.jp 

    

http://daikuei.com/

